
建築物の「色・形ほか」の制限について（概要）

１．古市古墳群周辺景観地区の区域

古墳近傍地区

古墳群周辺地区

〈景観地区〉 古市古墳群周辺景観地区

２－１．景観地区の制限内容（基準）

●一般基準

○地形・自然特性に関する基準

○歴史・文化特性に関する基準

○市街地特性に関する基準

●項目別基準

○通り外観

○屋根・壁面

○色彩

○附属建築物・建築設備

古墳近傍地区 古墳群周辺地区



２－２．景観地区の制限内容（色彩例は一部）
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○大規模建築物の外壁 ○中・小規模建築物の外壁 ○屋根、門及び塀

色 相 明 度 彩 度 色 相 明 度 彩 度

橙 （ＹＲ）系

6 以上

４ 以下 橙 （ＹＲ）系 ６ 以下

赤 （ Ｒ ） 系 黄 （ Y ） 系 ３ 以下 赤 （ Ｒ ） 系 黄 （ Y ） 系 ４ 以下

青 （ Ｂ ） 系 そ の 他 2 以下 青 （ Ｂ ） 系 そ の 他 ２ 以下

無彩色（N） 無彩色（N）



●景観法第６３条第１項

景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、
その計画が、≪景観地区の制限内容≫に適合するものであることについ
て、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。

●景観法第６３条第４項

認定証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築
等の工事は、することができない。

３．景観地区の区域における必要な手続き

４．景観地区の区域における適用除外（一部）

“古墳群周辺地区”の「小規模建築物」 ⇒ 認定の手続きは不要

ですが、制限に適合するよう努めなければならない

５．その他

古市古墳群周辺景観地区では・・・
※「羽曳野市景観計画」に基づく建築物の建築等に関する届出は 不 要 です。

※「羽曳野市景観計画」に基づく工作物の建設等に関する届出は 必 要 です。

※小規模建築物…【高さ10ｍ以下】かつ【地上３階以下】かつ【延べ面積500㎡以下】



２－３．景観地区の制限内容 適合チェック

建築物の形態意匠の制限 適合確認内容 ﾁｪｯｸ欄

全体的な
一般基準

地域全体として一体的な景観の向上に資するものとする
ことができていますか。

項
目
別
基
準

通り外観

緑化の推進、植栽について検討しましたか。

駐車場、駐輪場、ごみ置き場等を外から見える配置にする
場合、見苦しくならないような外観意匠となっていますか。

屋根・壁面

周辺からの古墳への見え方、スカイラインに配慮した意匠
となっていますか。

古墳群周辺の景観になじまない、著しく突出した意匠と
なってはいませんか。

色彩
建築物に用いる色彩は、基準の範囲となっていますか。
*ﾏﾝｾﾙ値基準と使用面積割合。【ｻﾌﾞｶﾗｰ（各面面積の1/3
以下）、ｱｸｾﾝﾄｶﾗｰ（1/20以下かつｻﾌﾞｶﾗｰと合計1/3以下）】

附属建築物
・建築設備

敷地の外から見えにくい配置、ルーバー等の設置又は、
建築物と一体化するなどにより、見苦しくならないような
意匠となっていますか。


